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2

　令和5年度税制改正において、相続税・贈与税について、資産移転の時期の選択により
中立的な税制の構築として、①相続時精算課税制度の使い勝手の向上と、②暦年課税にお
ける相続前贈与の加算期間等の見直しが行われた。

●改正の趣旨と背景

　相続税・贈与税については、生前贈与と相続との間で資産移転の時期の選択に対して税
制の中立性を確保することが重要との認識の下、平成15年度の相続時精算課税制度の創設
などが行われてきた。
　相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。贈
与税については、生前贈与を通じた相続税の課税回避の防止を図ること、無償の利得であ
る贈与に対しては高い負担を求めることが適当であると考えられること等から、相続税に
比し高い累進税率で課税されている。
　この高い累進税率を持つ贈与税が結果的に高齢者からの資産移転を阻害する方向に働い
ていると考えられ、政府税制調査会の「平成15年度における税制改革についての答申―あ
るべき税制の構築に向けて―」（平成14年11月）においては、以下のとおりの指摘がされ
ている。

　暦年で単一年の課税であるわが国の贈与税においては、相続税の課税回避を防止する

観点から税負担は比較的高い水準に設定されている。高齢化の進展に伴って相続による

次世代への資産移転の時期がより後半にシフトしていることから、資産移転の時期の選

択に対する中立性を確保することが重要となってきている。高齢者の保有する資産が現

在より早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活

性化に資するといった点も期待されよう。このような観点から、相続税・贈与税の調整

のあり方（生前贈与の円滑化）を検討すべきである。

　そして、「相続時点でなければ各相続人別の正確な相続税額は確定しないというわが国
の相続税制度の特徴」を踏まえ、相続時精算課税制度を創設するという趣旨が述べられて
いる。

生前贈与の改正の背景1



１　令和５年の生前贈与の改正と平成30年の相続法の改正

11

暦年課税と相続時精算課税の比較（令和６年１月１日施行分）



�こじれると積年のうらみつらみが噴出する

「相続対策はしてありますか」と聞かれると、「うちには財産がないから、もめ事なんか

起こるはずがない」とか「兄弟姉妹みんな仲がいいから大丈夫」と答える人が多い。しか

し、本当にそうだろうか？

相続のトラブルは俗に「骨肉の争い」と言われるように、一旦こじれると積年のうらみ

つらみが一度に噴出する。「小さいときから兄さんばかり可愛がられて、いい思いをして

きた。私はずっと我慢してきたのだから」と妹が言えば、「おまえは嫁に行くときに十分

してもらっただろう」と兄が言い返す。こんな不満は多かれ少なかれ誰もが心の隅に持っ

ているだけに、表面化するとどんどんエスカレートしていくばかり。加えて「子供はみん

な、親の財産は自分のものだと考えている」という現実がそれに拍車をかける。

�遺産分割の処理を困難にする要因

遺産分割の処理は一般に困難なものが多く、長期化しやすい。その要因としては次のよ

うな点が挙げられる。

１．相続財産の５割近くが分割しにくい土地・建物

わが国では相続財産の５割近くが土地や建物である。資産価値が高く、また、容易に分

割できないだけに話がこじれる。

２．経済環境や将来に対する不安

長引く不況で最近は経済環境や将来に対する不安が高まっている。そうなると、わずか

な相続分しかない者でも、自分の取り分だけは…と主張し、話がまとまらない。

３．個人的権利意識

遺産相続に関しては、一般に人々の「家族共同体」意識が後退し個人の権利意識が強く

なっている。これに核家族化の傾向が合わさって、被相続人の財産を相続人のひとり（た

とえば長男）に集中させるような方向での話し合いはもちろん、互いの譲歩も非常に困難

になっている。

４．親族間の感情的対立

（1）被相続人に数人の子がいる

子どもがそれぞれ結婚・独立して家庭を持つと、家族共同体意識は失われ、利害得失
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相続時精算課税制度を利用する（Ｐ.71参照）

ただ、ここで留意しなければならないのは、この制度の適用を受けた贈与財産について

は贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税を計算しなければならず、もともと多額の

相続税のかかる資産家にとっては、贈与時は無税で受けても、直接は相続税の軽減には結

びつきにくいということである。

では、活用の余地はないのかといえばそうともいえない。この制度では、相続時に加算

する贈与財産の価額は贈与時の価額によることになっていることから、確実に価値が上昇

するものについてはその差額分についてメリットを受けることができる。したがって、生

命保険においては一定の最低保証がされ、将来にわたって価値が上昇することの見込める

商品ということになろう。

なお、この制度においては、贈与財産を受けた場合、金額の多寡に関係なく申告するこ

ととなっているが、やはり資金の流れは明確にしておくべきであろう。
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　次に、相続時精算課税制度を適用した場合はどうだろうか。この制度は、60歳以上の者

から18歳以上の推定相続人および孫への贈与について、2,500万円の特別控除を認めるもの

で、この金額内（基礎控除の適用後）の贈与については課税せず、それを超えるものにつ

いては超過額に対して一律20％の税率で贈与税を課すこととなっている。贈与財産にはと

くに制限はなく、当然、この資金を生命保険加入に利用しても問題は生じない。年払はも

ちろん、まとまった資金を一時払や短期払、あるいは頭金などとして活用できる。
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（注）最高裁判所事務総局編「司法統計年報　３　家事編」

昭和24年からの件数の推移をみると、遺産分割、遺言書の検認は、一貫して増加傾向を

続けている。先にも書いたように、この背景には個人の権利意識の高まりや景気の低迷と

いったものがある。戦後の民法改正により「家」意識が後退し、「個人」の権利意識が強

くなり、遺産をめぐる親族間の話し合いによる解決がつかず、家庭裁判所への遺産分割の

請求が増加している。また、相続発生後の争いを防ぐための手段のひとつとして遺言が活

用され、遺言書の検認も増える結果となっている。

24
25
26
27
28

169,300
172,935
182,082
189,296
197,656

2,589
2,317
2,155
2,012
1,895

12,697
12,878
13,101
12,975
12,766

16,014
16,708
16,843
16,888
17,205

29 205,909 1,973 14,044 17,394
30 215,320 1,967 13,739 17,487

2 234,732 1,857 12,760 18,277
3 251,993 2,255 13,565 19,576

R元 225,415 2,041 13,801 18,625

　これに対して、相続の放棄の件数はＶ字を描いている。昭和24年には14.8万件あったが、

減少を続け平成２年には4.3万件になる。これは、「もらえるものはもらいたい」という権

利意識の高まりの結果といえる。しかし、平成３年以降は一転して増加を続け、令和３年

分では25.1万件にもなっている。これは、借金を残したまま相続が始まり、プラスの財産よ

りも借金の方が多いケースが増えたことが背景にあると考えられている。

をめぐって現実的な打算が先行する。兄弟姉妹間の争いや憎しみは他人間の紛争よりも

一層解決がむずかしい。

（2）先妻の子と後妻の子がいる

感情的反発が激しく、話し合いでの解決はほとんど期待できない。

（3）嫡出子と非嫡出子がいる、あるいは実子と養子がいる

５．当事者の多数

遺産分割は相続人全員で行うことが要件だ。ひとりの被相続人の相続についても、代襲

者が大勢いたり、調停・審判中に相続人が死亡して第二次、第三次の相続が起こり、承継

人が増えたりする。当事者が多数になればなるほど意見の一致はむずかしくなる。

相続の実態を表す資料として、最高裁事務総局編「司法統計年報　３　家事編」による

家事審判・調停事件の事件別新受件数がある。戦後の調停・審判、相続放棄、遺言書の検

認の新受件数の推移は次表のようになっている。

年　次 相続放棄
遺産分割

遺言書の検認

年
S24
30
40
50
60
H元■
２
３
５
10
15
20
21
22
23

件
148,192
142,289
110,242
48,981
46,227
43,626
43,280
45,884
58,490
83,316
140,236
148,526
156,419
160,293
166,463

件
251
475
681
834
1,035
1,383
1,442
1,584
1,612
1,594
1,974
2,019
2,073
2,125
2,305

件
853
2,186
3,439
4,395
5,141
7,047
7,703
7,917
8,284
8,708
9,582
10,860
11,432
11,472
11,724

件
367
640
971
1,870
3,301
5,262
5,871
6,191
7,434
8,825
11,364
13,632
13,963
14,996
15,113

審判 調停
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　相続が起こったとき、相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に持ち込

んで調停・審判手続きで法的決着をつけることになる。調停は、当事者全員を集めて争点

を整理しながら意見のくい違いを調整していく。全員の意見が一致すれば、遺産分割の協

議が成立するが、ひとりでも反対すると調停は不調となり、手続きは当然に審判に移行す

る。審判は、調停のような話し合いによるものではなく、法の力により強制的に遺産の分

け方を決定するもの。裁判官が自ら証拠調べをして、「長男は○○の土地と建物、次男は

○○の建物と現金を取得する」というように具体的な分配方法を決定する。
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（注）最高裁判所事務総局編「司法統計年報　３　家事編」

昭和24年からの件数の推移をみると、遺産分割、遺言書の検認は、一貫して増加傾向を

続けている。先にも書いたように、この背景には個人の権利意識の高まりや景気の低迷と

いったものがある。戦後の民法改正により「家」意識が後退し、「個人」の権利意識が強

くなり、遺産をめぐる親族間の話し合いによる解決がつかず、家庭裁判所への遺産分割の

請求が増加している。また、相続発生後の争いを防ぐための手段のひとつとして遺言が活

用され、遺言書の検認も増える結果となっている。
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16,014
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16,888
17,205

29 205,909 1,973 14,044 17,394
30 215,320 1,967 13,739 17,487

2 234,732 1,857 12,760 18,277
3 251,993 2,255 13,565 19,576

R元 225,415 2,041 13,801 18,625

　これに対して、相続の放棄の件数はＶ字を描いている。昭和24年には14.8万件あったが、

減少を続け平成２年には4.3万件になる。これは、「もらえるものはもらいたい」という権

利意識の高まりの結果といえる。しかし、平成３年以降は一転して増加を続け、令和３年

分では25.1万件にもなっている。これは、借金を残したまま相続が始まり、プラスの財産よ

りも借金の方が多いケースが増えたことが背景にあると考えられている。

をめぐって現実的な打算が先行する。兄弟姉妹間の争いや憎しみは他人間の紛争よりも

一層解決がむずかしい。

（2）先妻の子と後妻の子がいる

感情的反発が激しく、話し合いでの解決はほとんど期待できない。

（3）嫡出子と非嫡出子がいる、あるいは実子と養子がいる

５．当事者の多数

遺産分割は相続人全員で行うことが要件だ。ひとりの被相続人の相続についても、代襲

者が大勢いたり、調停・審判中に相続人が死亡して第二次、第三次の相続が起こり、承継

人が増えたりする。当事者が多数になればなるほど意見の一致はむずかしくなる。

相続の実態を表す資料として、最高裁事務総局編「司法統計年報　３　家事編」による

家事審判・調停事件の事件別新受件数がある。戦後の調停・審判、相続放棄、遺言書の検

認の新受件数の推移は次表のようになっている。

年　次 相続放棄
遺産分割

遺言書の検認

年
S24
30
40
50
60
H元■
２
３
５
10
15
20
21
22
23

件
148,192
142,289
110,242
48,981
46,227
43,626
43,280
45,884
58,490
83,316
140,236
148,526
156,419
160,293
166,463

件
251
475
681
834
1,035
1,383
1,442
1,584
1,612
1,594
1,974
2,019
2,073
2,125
2,305

件
853
2,186
3,439
4,395
5,141
7,047
7,703
7,917
8,284
8,708
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10,860
11,432
11,472
11,724

件
367
640
971
1,870
3,301
5,262
5,871
6,191
7,434
8,825
11,364
13,632
13,963
14,996
15,113

審判 調停
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　相続が起こったとき、相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に持ち込

んで調停・審判手続きで法的決着をつけることになる。調停は、当事者全員を集めて争点

を整理しながら意見のくい違いを調整していく。全員の意見が一致すれば、遺産分割の協

議が成立するが、ひとりでも反対すると調停は不調となり、手続きは当然に審判に移行す

る。審判は、調停のような話し合いによるものではなく、法の力により強制的に遺産の分

け方を決定するもの。裁判官が自ら証拠調べをして、「長男は○○の土地と建物、次男は

○○の建物と現金を取得する」というように具体的な分配方法を決定する。
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７．保険金が受取人の固有財産である根拠

「保険契約が締結されたとき、契約者でありかつ被保険者である被相続人が特定の相続

人を受取人に指定し、その氏名が明示されている場合、このときは受取人とされた相続人

が死亡保険金を受け取るのは保険契約の効果であって、相続による取得でないことは明ら

かである。つまり、この場合は、当該死亡保険金の請求権は、保険契約の効力発生と同時

に相続人固有財産となり、保険契約者かつ被保険者である被相続人の遺産から離脱してい

る」と最高裁昭和40年2月2日の判決で示されている。そしてこの場合、「相続人が限定相

続をしたならば相続債務の引き当てになることはない」と大審院昭和11年5月13日の判決

で示しており、したがって、遺贈の目的とすることも許されない。

死亡保険金受取人が指定されている場合、それは指定された受取人の固有の財産であり、

相続放棄や限定承認をすれば被相続人の債権者にその死亡保険金を差し押さえられること

はないとして、生命保険の活用を勧めるケースがみられるが、「保険金は受取人の固有の

財産である」という根拠はこうしたところにある。

８．遺言による保険金受取人変更の可否

遺言による保険金受取人の変更の可否については昭和62年10月29日最高裁第一小法廷判

決で「契約者が行なう保険金受取人を変更する旨の意思表示は、契約者の一方的意思表示

によってその効力を生ずるものであり、また、意思表示の相手方は必ずしも保険会社であ

ることを要せず、新旧保険金受取人のいずれに対して行なってもよく、この場合には、保

険者（保険会社）への通知を必要とせず、右意思表示によって直ちに保険金受取人変更の

効力が生ずるものと解される」と示され、また、翌年12月21日大阪高裁でも「保険契約者

が契約に基づく保険金およびその所持金全部を受贈者とされる者に遺贈する旨の遺言公正

証書を作成し、かつ、これを同人に示した場合、その時点で同人は死亡保険金受取人とな

ったというべきであり、また、保険契約者の生前中に発生した入院給付金請求権は、右遺

言により受贈者に遺贈された」と判決を下した。

この点について、平成20年6月6日に公布された保険法は、保険金受取人の変更は、保険

者に対する意思表示によって行う（保険法43条２項）として、相手方のある意思表示としつ

つも、遺言によっても可能であって（保険法44条１項）、保険者に対する通知を対抗要件と

する（保険法44条２項）と規定して、立法的解決を図っている。

９．被保険者と保険金受取人が同時死亡した場合の保険金受取人は誰に？

保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合は、保険契約者がさらに受取人を指定す
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するものと、契約者の死亡時の相続人とするものとがあった。

しかし、最高裁は「普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後、保

険金の支払事由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは、保険金受取人

は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨が定められてい

るときは、その趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人または順次の法定相続人で保

険金の支払事由が発生した当時において生存する者を保険金受取人とすることにあると解

すべきである」判示している（最判平４・３・13）。

なお、この場合において、受取人の決定基準として「法定相続人」という地位を利用す

るものにすぎず、指定受取人の権利を相続承継するものではない。したがって、複数の受

取人が存在することになっても、その間では保険金請求権を平等の割合で取得する（民法

第427条「分割債権及び分割債務」）のであり、相続分の割合で取得するものではない。

５．相続人がいない被相続人の生命保険金を受け取った場合

この場合、受取人は被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税が課せら

れる。

相続税計算上において、受取人は相続人でないため、法定相続人１人当たり500万円の

生命保険金の非課税財産は適用されない。ただし、3,000万円＋（600万円×法定相続人の

数）の遺産に係る基礎控除は受けることができる。このケースでは法定相続人はいないの

で3,000万円がその額となる。また、通常の方法により算出した相続税額に2割加算した金

額が納税額となる。

なお、相続人以外の者（相続を放棄した者を含む）が遺贈により財産を取得した場合、相

続税の計算においては、①生命保険金および退職手当金等に係る非課税財産、②債務控除、

③相次相続控除の規定は適用されない。ただし、先に述べた①遺産に係る基礎控除や、②

配偶者の相続税額の軽減等の規定は適用できることになっている。

６．被保険者に支払われるべき高度障害保険金をその相続人が受け取る場合

例えば、被保険者が交通事故で高度障害状態となり、保険会社が被保険者に高度障害保

険金を支払うことを決定した後、その保険金を受け取る前に被保険者が死亡し、結局その

相続人がこれを受け取るようなケースである。

このような場合の保険金は被保険者に帰属した権利（未収保険金の請求権）を、相続人が

相続により取得したことになり、みなし相続財産としての保険金とはならない。本来の相

続財産として相続することとなる。
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